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今日のテーマ 
 

日本は２００２年の６月に 

京都議定書を批准 

ロシアが批准すると京都議定書は発効 

地球益と国益に 

資する国内制度設計とは？ 
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１．基本的なデータ 
２．気候変動枠組み条約と京都議定書 
３．議定書における補完性の意味 
４．原則３（差異ある責任）の意味 
５．地球環境と国益を守る制度設計とは？ 
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１ 基本的なデータ 
1.1 各国の二酸化炭素排出量割合 

 
 

 
 
 
 
 
 

（ａ）１９４９－１９９８年の排出量 （b）１９９６年の排出量
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1.2 主要国の二酸化炭素排出量の経年変化 
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1.3 1996 年における GDP および一人当たり CO2 排出量 
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前ページのグラフの傾きの意味 
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1.4 GDP および一人当たり CO2 排出量の動き 
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1.5 GDP および一人当たり CO2 排出量の経年変化(71-98) 
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1.6 過去５０年間の一人当たり累積排出量 
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1.7 日本の二酸化炭素排出量
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1.8 日・独・英の二酸化炭素排出量
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２気候候変動枠組条約と京都議定書 

2.1 気候変動枠組条約の３つの原則 
 

原則１：持続可能な開発 
超長期＋環境と経済の両立 

原則３：衡平の原則（差異ある責任と能力に応
じて負担）温室効果ガス排出で経済発展をした
先進国の責任 

原則２：地球規模での費用対効果 
地球全体で温室効果ガス濃度の上昇を抑制 
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2.2 京都議定書の特徴(1) 
・ 京都メカニズム（ＣＤＭ，ＪＩ，排出権取引）－枠組条
約における「最小のコストで最大の効果（原則１，２）」
を体現化 

 
・これまでタダであった温室効果ガスの排出に正の価格
をつける．つまり，   
 
 
 
 

生産をするのに温室効果ガスをたくさん
使う物や化石燃料の価格を上げることに
よって，その消費をおさえる．そうするこ
とによって，地球を温暖化から守る． 
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2.3 京都議定書の特徴(2) 
・先進国に温室効果ガスの排出上限を設けた（たとえば，
日本の上限は９０年比で９４％）．つまり， 
 
 
 
 
 
いいかえると，議定書は価格を固定し，量で調整するメ
カニズムを採択しなかった． 

議定書は排出量を固定し，その価格で調

整するメカニズムを選択した 

 16

2.4 炭素税の特徴(1) 
炭素税は温室効果ガスの排出をタダにしない．炭素をよ
り多く使う物の値段を上げるので，京都議定書の特徴
（１）を満たす．ところが，炭素税率（価格）は簡単に
は変更できない．つまり，炭素税は価格を固定し，排出
量で調整するメカニズム．いいかえると 
 
 

 
 

炭素税を骨格とする政策は 
京都議定書と不適合 
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2.5 炭素税の特徴(2)  
炭素税が高いと排出総量が減り，低いと排出総量が増え

る．広く薄い炭素税（３４００円／Ｃｔ）を骨格とする

政策では，議定書の排出上限を達成できないかもしれな

い． 
 
 
 
 
遵守できないと，＜過剰排出量×１．３倍＞を第二約束

期間に削減せねばならない． 

炭素税を骨格とする政策では 
京都議定書を遵守できない可能性

 18

2.6 京都メカニズム 
固定された数量目標のみでは，景気変動などで議定書の

目標を達成できない可能性．そこで議定書は，ある国に

おける議定書の排出上限を達成するのに，他国での削減

量を用いることができる制度を導入． 
 
 
 
 

・排出権取引 
・クリーン開発メカニズム 
・ジョイントインプレメンテーション 
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2.7 排出権取引 
排出量を固定し，取り引きする排出枠の価格で調整する

のが排出権取引．つまり，国の枠組みないしは骨組みと

して採用すべき政策は排出権取引． 
  
    
つまり， 
 

京都議定書と適合する政策は排出権取引 

炭素税単独ではなく，排出権取引とう

まくなじむ炭素税制度を設計できるの

かどうかがほんとうの課題 
 20

2.8 排出権取引の仕組み 
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2.9 限界削減費用曲線
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2.9 取引から得られる余剰 
 

 

 

 

 

 

 

 

各国別に削減すると最小費用 
では削減できない（原則２×） 
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2.10 炭素税 
 

 

 

 

 

 
国内削減にかかる費用は炭素税よ

りも排出権取引のほうが安い 
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2.11 国富が海外に流れる 
  取引制度は駄目？ 
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国内のみで削減するときの総費用 
 

 
 
 
 
 
 
 
・ 国内のみで削減する方の損が排出権取引での流出分

よりも格段に大きい 
・ 貿易はするな！ という議論と同じ 

＋ ＋
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2.12 経済合理的なＥＵの政策 
９０年代後半 ＥＵ共通炭素税の失敗． 
９７年 京都議定書の採択． 
９８－２０００年 議定書における排出権取引が実行し

にくくなるように交渉． 
２０００年３月 排出権取引の導入の宣言（経済＋共通

価格）． 
２００５年よりＥＵ域内の排出権取引を実施予定． 
 
 ＥＵでは炭素税から排出権取引へとシフト！ 
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３ 議定書における補完性の意味 
3.1 補完性 

京都議定書における補完性： 
supplemental to domestic actions 

 

約束期間リザーブ(Commitment Period Reserve, 
CPR)：排出上限を持つ先進諸国は，約束割当量の90％を下

回らない量を留保すべし ＝＞ 売り手国に対する制約で，シ

ミュレーションではこれに引っかかる売り手国はほぼない 

 
 
 

議定書における実効性のある補完性は
なくなった 
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3.2 限界リーケッジ率 
 
日本でさらに１単位削減すると ＝＞ 
日本の生産量も減少 ＝＞ 
減った生産量の一部の需要が海外へ向かう ＝＞ 
海外での生産量が増える ＝＞ 
増えた分だけ温室効果ガスも 
ｘ単位（限界リーケッジ率）増加する 
 
国内削減量が多くなると海外の生産量も増え 
（短期的には）削減効率が悪くなるのでｘ↑ 
 
 国内削減量↑ ＝＞ 限界リーケッジ率↑ 
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3.3 大綱路線 
 

国内削減にたよる日本の政策は 
国益と地球益に反する 

 
・ 原則１に反する：国内のみで高い費用をかけると息

切れするのでは？ → 国益を損なう 
 
・ 原則２に反する：国内削減に集中すると費用対効果

原則に反するばかりでなく過度なリーケッジが起
こってしまう → 地球益を損なう 
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４ 原則３（差異ある責任）の意味 
 

京都議定書は原則３と incompatible 
 
① 先進国と途上国の逆進性：割当排出量という資産を
タダで貰った先進国となにも貰わなかった途上国 
② 途上国の間の逆進性：適度に発展していないとＣＤ
Ｍができない 
③ 先進国の間の逆進性：過去に多く排出した国々ほど
責任が軽い 
 
 
 
 
 

京都議定書は逆進的 
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5 地球環境と国益を守る 
制度設計とは？ 

5.1 気候変動枠組条約の３つの原則再考 

 
 

   
 

原則１：持続可能な開発
超長期＋環境と経済の両立 

原則３：衡平の原則（差異ある責任と能力に応
じて負担）温室効果ガス排出で経済発展をした
先進国の責任 

原則２：地球規模での費用対効果 
地球全体で温室効果ガス濃度の上昇を抑制 

 33

5.2 原則1,2を満たす国内制度とは？ 
 

原単位 ＜ 
  

原単位（燃費）なら操業すればするほど 
（走れば走るほど）排出量が増える 

 
 

ベースライン・クレディット ＜  
   

ベースラインの認定など前者の取引費用 
  がかかりすぎる 
 
 

下流 ＜ 
  上流なら遵守が確実でモニタリング費用が小 

上流 

割当量方式 

絶対量規制 
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5.3 Ｇトレイド制度 

 
 
１．化石燃料の輸入者が排出権を保持しないと化石燃
料を輸入できない制度：ＡAＵを化石燃料の輸入者を
中心にオークションで販売する（誰でも購入可，モニ
タリングが不要）． 
２．ノー・キャップ制度：日本全体にはキャップがか
かるが，企業にはキャップなし 
３．国際市場との連結：海外からＡＡＵ，ＥＲＵ，Ｃ
ＥＲなどが流入． 

絶対量規制・割当量方式・上流型 
排出権取引制度 
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政府アカウント

化石燃料輸入者

化石燃料の使用者

AAUオークション

ERU
CER

AAU

他国
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5.4 Ｇトレイドなら 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
満たす！ 

① キャップやベイスラインなどの初期割当を
設定せず， 

② モニタリングコストが不要で， 
③ 化石燃料排出のほぼ１００％をカバーし， 
④ 制度設計および執行コストがほとんどかか

らず， 
⑤ 効率的に 
⑥ かつ確実に議定書のターゲットを 
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5.5 Ｇトレイド型の新たな提案 
① 選択制度；Ｇトレイド制度に排出権と石油石炭税の納付

のどちらかを選択できるというオプションを加えた制度 
② 事後還元制度；全量オークション制度にオークション収

入の還元を加えた制度 
③ Ｘ％制度；全量オークションを行わずに、上流主体に化

石燃料輸入・採掘量のＸ％の排出権の提出を義務付けた制度 
④ 提出免除量制度；全量オークションを行わずに、政府保

有排出権分を排出権を提出しなくてもよい権利として上流主

体に割り当て、それを超過する分の排出権のみを提出させる

制度  
     詳細はハンドアウトをご覧下さい 
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１．はじめに 

京都議定書では、附属書Ⅰ国（先進国および市場経済移行国）における温室効果ガス

の排出に上限が設けられると同時に、いわゆる京都メカニズムが採用されている。京都

メカニズムにより、個々の附属書Ⅰ国はそれぞれの国の排出上限よりもより多く、又は

少なく排出することが可能となったが、附属書Ⅰ国全体の排出総量には上限が決められ

ている。つまり、京都議定書は、排出総量を固定し、排出権の価格で需給を調整する制

度を選択したのである。 

炭素税は、価格（税率）を固定し、数量（排出量）で調整するメカニズムである。一

方、京都メカニズムの一つである排出権取引は各国の数量（排出量）を固定し、排出権

の価格で調整する仕組みである。この意味で、京都議定書と適合する制度は排出権取引

である。しかし、排出権取引と一言で言ってもその形式・手法は様々である。そこで、

我が国に適した制度を考えるにあたって、炭素税や排出権取引などの単独の制度ととも

に、これらを組み合わせた制度のパフォーマンスを比較し、評価せねばならない。 

本稿では、２節で炭素税を骨格とする英国型の制度を概観し、３節では上流型の排出

権取引制度を検証する。４節ではこれらの制度を国家・企業・政府の費用負担から評価

し、５節では、制度の遵守能力に的を絞って評価する。 

 

２．英国型制度 

 温室効果ガスを直接排出する下流主体を規制する制度として英国の先行事例がある。

英国の制度は大きく分けて２つあり、協定参加型と直接参加型と呼ばれている。ここで

言う、英国型制度とは直接参加型を日本に適応する場合の制度である1。 

英国の直接参加型制度は、下流の排出主体を炭素税と補助金と排出権取引を組み合わ

せて規制する制度である。政府は下流の民生・運輸を除く全排出主体に炭素税を賦課す

る旨を告知する。同時に、排出削減量に対する補助金をオークションによって交付する

旨を告知し、このオークションに参加する主体を募集する。補助金オークションの方法

としては価格競り下げ方式が採用された。政府は交付する補助金予算を設定した上で、

補助金率の上限を定める。政府は設定した補助金率の上限値から補助金率を下げていき、

参加者はこの下げられていく補助金率に対して、自分が削減したい量を入札していく。

オークションは、入札量と補助金率の積が補助金予算と一致したときに終了し、オーク

ション終了時の補助金率が全ての参加者に対して適応される。また、オークション終了

時の入札量が、自分が削減しなければならない約束削減量として企業に賦課される。企

業はこの約束削減量を守らない場合には補助金を受け取ることができない。次に、オー

クションに参加した企業はベースラインの認証を受け、ベースラインから約束削減量を

除いた分を排出権として受け取る。つまり、この制度では、企業はオークションに参加

し、排出量のキャップを負う代わりに、補助金を得ることができるのである。 

                                                
1 このような制度の試案として天野［2003］がある。 
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 この制度を利用し、見込まれる炭素税収を原資として補助金を交付する場合、日本が

京都議定書で定められた 90 年比で 94％の排出量を達成するために必要な炭素税額は

3,400 円/t-C、補助金額は 39,600 円/t-C になるという試算がなされている。しかし、こ

の試算には次の３つの前提、①制度参加者のベースラインを設定可能であること、②制

度参加者のモニタリングが可能であること、③補助金オークションが成功することが必

要となる。以下では、これらの前提を再度検証する。 

 まず、①であるが、英国では、制度に参加した 34 社のベースラインを認証するのに多

くの時間を必要とした。また、経済的スランプにあった化学系企業が実際の排出量より

も過剰なベースラインを獲得し、ホットエアーを得たとの報告もある2。日本の場合、算

定された補助金率が 39,600 円/t-C の場合、制度に参加する主体は小規模な排出主体も

含めると非常に多くなると考えられるため、ベースライン設定のための行政費用が大き

くなることが懸念される。 

次に、②であるが、補助金は企業がオークションで決まった約束削減量を達成した場

合に支払われるため、排出量のモニタリングが必要となる。この場合も、ベースライン

と同様に、多業種のモニタリングを完璧にするのには困難が伴い、行政費用が大きくな

ることが懸念される。 

最後に、③であるが、英国が採用したオークション方法だと必ずしも効率的に補助金

を配分できるとは限らない。このオークションによって、補助金を効率的に参加主体に

配分するためには、全ての企業が自社の限界削減費用を知っており、かつ、下げられて

いく補助金率に対して自分が削減可能な真の値を表明する必要がある。しかし、英国で

は、補助金オークションに参加した 38 社の内、4 社を除く、ほとんどの企業が自らの限

界削減費用を算定できておらず、オークションで真の値を表明していなかったことが報

告されている3。もし、補助金オークションが失敗し、約束された削減量が過少となる場

合には、この制度を利用した国内対策のみでは議定書を遵守できない可能性があり、遵

守のためには、政府が事後的に排出権を海外から調達する必要がでてくるだろう。 

 

３．上流排出権取引制度 

英国型制度は下流の排出主体を直接規制する制度であるため、排出量のモニタリング

が困難になるという懸念があった。そこで、以下では、化石燃料の炭素含有量により化

石燃料の輸入・採掘量を規制する上流規制を利用した排出権取引制度について検討する。 

英国型制度では、国際排出権取引が検討されていなかったが、以下で紹介する上流規

制はいずれも国際排出権取引を利用する制度である。しかし、国際排出権の利用に関し

ては、国際排出権が買えるのかどうかという懸念がある。よって、以下の各制度を考え

る際には、国際排出権が買える場合と買えない場合という２つの状態を想定する必要が

                                                
2 Edie Weekly Summaries［2003］.  
3 DEFRA［2002］. 
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ある。そこで、本節と４節では、国際排出権市場が競争的で、日本政府と企業の両方が

排出権を一定の価格でいくらでも海外から購入できると仮定した上で分析を行う。その

上で、国際排出権が買えない場合については、改めて５節で検証することとする。 

 

（１）全量オークション制度 

 これは、化石燃料輸入・採掘者に対して、化石燃料の炭素含有量と同量の排出権の納

付を義務付ける制度である。排出権の初期配分は、日本が京都議定書によって割り当て

られた AAU（Assigned Amount Unit）をオークションによって配分する。オークション

に参加する主体に制限は設けず、誰でもオークションに参加することができるとする。

納付義務のある化石燃料輸入・採掘者は、海外市場から排出権を調達し、納付すること

もできるとする。ただし、排出権を納付した場合には、現行の税制下で、化石燃料輸入・

採掘者に賦課されている石油石炭税を免除するとする。 

次に、この制度を英国型制度が理論的に機能するために必要とした３つの前提から検

証する。まず、①だが、この制度の下ではベースラインの設定が必要ないため、①の前

提は必要ない。次に、②だが、この制度の下でも税関などで化石燃料輸入者の輸入量を

チェックしなければならない。しかし、上流の化石燃料輸入・採掘者は下流の排出主体

の数に比べ少なく、その分、行政費用がかからないと考えられる。最後に、③だが、オ

ークションで非効率な排出権の配分がなされても、事後的に排出権取引が行われること

によって、理論的には効率的な削減量が達成される。オークションの結果、排出権を独

占する企業が存在する場合には、国内排出権市場が歪む懸念があるが、排出権を独占し、

転売することで利益を得ようとする主体も、他者が海外市場から排出権を調達できるな

らば、海外市場よりも高い価格で排出権を転売することができないため、歪みの規模は

小さくなると考えられる。このような結果として、国内排出権価格と国際排出権価格は

等しくなると考えられる。このとき、企業は排出権価格と自身の限界削減費用が等しく

なる水準まで排出量（化石燃料の輸入・採掘量）を削減することで、削減費用を最小に

留めることが可能となる。 

全ての企業が上述した最適行動をとった場合、排出権価格と国内で決まる削減量と削

減費用の関係を図１を使って説明しよう。図は縦軸に限界削減費用を、横軸に排出量を

とり、現行の排出量（図中の BAU；Business As Usual）から、全ての企業の限界削減費

用を集計した総限界削減費用曲線を描いたものである。ここで、BAU の位置に注意して

いただきたい。上流の化石燃料輸入・採掘者には、石油石炭税の名で、石油に対して 770

円/t-CO2（2040 円/kl）の税金がかけられている。よって、BAU は、石油石炭税が賦課さ

れている下で、企業がすでに自社の限界削減費用が 770 円/t-CO2となる水準まで削減し

ている状態を表している。日本の場合、国際排出権取引を利用せずに、国内対策のみで

議定書で定められた排出目標（図中の KT；Kyoto Target）を達成する場合の限界削減費

用（図中の Pd）は、国際排出権価格（図中の Pw）より高くなることが指摘されている。
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よって、議定書を遵守するための費用を国家全体で最小にしようとするならば、国際排

出権の購入が必要となる。この制度では、国内と海外の排出権価格は等しくなるため、

企業は図中の国際排出権価格 Pw と自己の限界削減費用が等しくなるまで削減すること

が最適となる。このとき、日本全体での排出水準は E*となる。ただし、国内市場には政

府が発行した AAU 分の排出権しか存在しないため、E*－KT 分の排出権を企業が海外市場

から調達する必要がある。このとき、議定書を遵守するために、一国全体でかかる費用

は削減費用である図中の b+c と海外排出権の購入費用である図中の e+f の合計となる。

つまり、国際排出権取引を利用することで、国内対策のみで議定書を遵守する場合より

も、図中の g の費用を節約できたことになる。 

 
図１．上流排出権取引制度   

以下では、この制度を基準に、国家全体での遵守費用の負担の変化に着目しなが

ら、排出権の初期配分と納付方法が異なる以下の３つの制度について概観する。 
 
（２）選択制度 

 これは前述した全量オークション制度と同じように、排出権をオークションで配分す

る制度である。しかし、全量オークション制度と異なり、化石燃料輸入・採掘者に対し

て、石油石炭税を支払うか、排出権を納付し、その分の石油石炭税の支払いの免除を受

けるかのどちらかを選択させる制度である。 

 この制度下では、企業は排出権価格と石油石炭税を比べ、低い方を政府に納めること

になる。つまり、企業は排出権価格が 770 円/t-CO2を超えた場合は石油石炭税を支払い、

排出権価格が 770 円/t-CO２より低い場合には排出権を納付し、その分の石油石炭税の支

払い免除を受けることができる。結果、国内排出権価格は石油石炭税額を超えて高騰し

AAU 

限界削減費用 

国際排出権価格 Pw 
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ないことになる4。また、国際排出権価格が石油石炭税よりも高い場合は、企業は石油石

炭税を納めることで、化石燃料を輸入することができるため、国際排出権高騰のリスク

をヘッジすることができる。 

この制度では、国際排出権価格が石油石炭税よりも低い限りにおいて、国家全体とし

て最小の費用で議定書を遵守可能であるが、図１のように国際排出権価格 Pwが石油石炭

税よりも高い場合には死荷重が発生してしまう。図１のような状態のとき、企業は石油

石炭税の支払いを選び、排出を BAU で維持する。そして、BAU－KT 分の排出量に対し税

金を支払うことで、国際排出権の調達を避けることが可能となる。このとき、企業全体

での排出総量（＝BAU）が国家全体での排出権の保有総量（＝KT）を超えるため、議定書

を遵守するためには、政府が事後的に BAU－KT 分の排出権を海外から購入する必要があ

る。このとき、政府の排出権購入費用は図中の b+c+d+e+f となり、d の死荷重を政府が

負担することになる。 

 

（３）Ｘ％制度 

これは、政府が保有する排出権を配分せずに、化石燃料輸入・採掘者に化石燃料の炭

素含有量のＸ％分の排出権を納付することを義務付ける制度である。また、排出権価格

に対応して、石油石炭税を減額し、企業の追加的な費用負担が発生しないように調整す

る制度である。 

この制度下では、企業が追加的に 1 単位削減するときにかかる限界削減費用は、減額

された石油石炭税に国際排出権価格のＸ％分を加えた額となる。そのため、政府は石油

石炭税を国際排出権価格のＸ％分だけ減額することで、企業の排出権購入費用を相殺す

ることができる。例えば、図１において、国際排出権価格が石油石炭税より高い Pwの場

合、政府は石油石炭税を PwのＸ％分下げることで、企業が負う限界削減費用を現行の石

油石炭税額と等しくすることができる。このように調整された税とＸ％の排出権購入義

務が賦課された下では、企業の排出水準は BAU から変化しない。このとき、企業が購入

してくるＸ％分の排出権と政府が保有する排出権の総量が実排出量である BAU と等しく

なるならば、議定書を遵守することができる。しかし、このとき、企業の排出権購入費

用は図中の b+c+d+e+f となり、d の死荷重が発生することになる。d の部分は企業の排出

権購入費用の一部を表しているが、企業の排出権購入費用は政府が減税によって補って

いるため、結果として、d の死荷重を政府が負担することになる。 

この制度は、企業に新たな費用を負わせること無く、排出権を購入させることに成功

したものの、死荷重の発生を許してしまった。 

 

（４）納付免除量制度 

 これは、Ｘ％制度と同じように、政府保有排出権を企業に配分せずに、代わりに、政

                                                
4 Newell and Pizer［2003］は排出権取引において価格上限を設けることを提案している。 
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府が保有する排出権量までの化石燃料の輸入・採掘に対する排出権の納付を免除する権

利を設け、それを個々の企業に対して納付免除量として政府が過去の輸入・採掘実績値

に応じて無償で割り当て、納付免除量を超える化石燃料の輸入・採掘に対して、その分

の炭素含有量に相当する排出権の納付を義務付ける制度である。また、政府から与えら

れた納付免除量は売買不可能とし、納付免除量に対しては排出権の納付を免除する代わ

りに、実際に化石燃料をその分輸入・採掘したかしないかに関わらず、石油石炭税を徴

収する。ただし、全量オークション制度や選択制度と同じように、排出権納付分に対し

ては石油石炭税を免除する。 

 この制度下では、企業は各自が割り当てられた納付免除量までの化石燃料の輸入・採

掘に対しては排出権の納付義務は生じない。しかし、それを超えて化石燃料を輸入・採

掘する場合には、海外から排出権を調達しなければならない。これを図１を使って説明

しよう。企業は図中の KT までの化石燃料の輸入・採掘に対して排出権を納付することを

免除されるが、その分は、実際の輸入・採掘量に関係なく、必ず石油石炭税を支払わな

ければならない。そして、納付免除量を超える分の輸入・採掘量に対しては石油石炭税

がかからない代わりに、輸入・採掘量と同量の排出権の納付義務が生じる。そのため、

国際排出権価格が図中の Pwのとき、企業が直面する限界削減費用は Pwとなり、企業の最

適排出量は図中の E*となる。このとき、企業が負担する費用の総額は、削減費用である

図中の b+c と国際排出権の購入費用である e+f と石油石炭税の支払い費用である図中の

h となる。すなわち、この制度では、企業の実排出量と国家全体で保有する排出権の総

量が等しくなるため、不遵守が起きず、企業の限界削減費用が常に国際排出権価格と一

致するため、死荷重も発生しない。 

  
４．国際排出権取引が利用可能な場合の制度比較 

 ここでは、上述した５つの制度を①国家全体での費用負担、②被規制主体の費用負担、

③制度の執行費用をもとに比較する。 

 

（１） 国家全体での費用負担 

 ここでは、議定書を遵守するために一国全体でかかる費用を比較する。前節までの分

析結果から、死荷重が生じず、一国全体で最小の費用で遵守が可能なのは全量オークシ

ョン制度と納付免除量制度である。選択制度では、排出権価格が石油石炭税を越える場

合、死荷重が発生し、Ｘ％制度では、企業が購入してくるＸ％分の排出権と政府が保有

する排出権の総量が実排出量と等しくなる場合でも死荷重が発生する。英国型制度は京

都メカニズムの利用を前提としていないため、一国全体でかかる費用は国際排出権取引

を利用する上流排出権取引制度よりも大きくなる。また、補助金オークションが失敗し

た場合には、政府が事後的に海外市場から排出権を購入する必要があり、さらに余分な

費用がかかることになる。 
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（２）被規制主体の費用負担 

上流規制の被規制主体である企業の追加的な費用負担を図１を用いて比較する。 

全量オークション制度では、企業は削減費用として図中の b+c、AAU までの国内排出権

購入費用として図中のh+i、AAUを超える分の国際排出権購入費用としてe+fを負担する。

ただし、石油石炭税として図中の h+e+b を今まで支払っていたため、石油石炭税が免除

される全量オークション制度の採用により追加的に増える費用負担は i+f+c となる。た

だし、i の分を政府が事後的に還元するならば、費用負担はその分減るだろう5。 

選択制度の場合、国際排出権価格が図のような Pwであるならば、企業は国際排出権を

買わず、石油石炭税の納付を選ぶため、現行と排出水準は変わらず、追加的な費用負担

も発生しない。 

Ｘ％制度では、政府が石油石炭税を減額することで、企業に対して現行の石油石炭税

を納めるのと同じ費用負担を達成させるため、追加的な費用負担は発生しない。 

納付免除量制度では、企業は削減費用として図中の b+c、AAU までの納付免除量に対し

て石油石炭税の支払いとして図中の h、納付免除量を超える分の国際排出権購入費用と

して e+f を負担する。ただし、石油石炭税として図中の h+e+b を今まで支払っていたた

め、この制度採用により追加的に増える費用負担は c+f となる。ただし、納付免除量制

度においては、上流企業は納付免除量までの輸入・採掘に関しては国際排出権価格より

低い石油石炭税を納めることで輸入・採掘できるため、化石燃料の卸売価格に国際排出

権価格を転嫁することで、図中の i だけの利益（windfall profit）を得られる可能性が

ある。 

これに対して、下流排出規制を用いる英国型制度では、補助金オークションが効率的

である限り、企業全体としては補助金の受け取り総額が炭素税の支払い総額と等しくな

るので、ネットでの追加的な費用負担は削減費用のみである。ただし、京都メカニズム

を利用していないため、企業の負担する削減費用は高くなる懸念がある。 

 
（３）制度の執行費用 
 前節までで検証したように、下流主体を直接規制する英国型制度ではベースラインの

認証が必要であり、また、上流規制に比べて排出量のモニタリングコストも大きくなる。 
政府による制度の執行費用が最小となるのが、排出権の初期配分を行わないＸ％制度

であると考えられる。この制度では、政府は制度執行時にＸの値を決めるだけでよい。

ただし、Ｘの値の算出のための費用がかかることにはなる。 

次に、初期配分を全量オークションで行う全量オークション制度と選択制度の執行費

用が小さいと考えられる。ここでは、政府はオークションで排出権を発行するだけでよ

                                                
5全量オークション制度は政府収入の再配分により、企業の費用負担が大きく変化するケースが考えら
れる。ここでは、一つの基準値として、まったく還元しない場合を想定して比較する。 
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いため、どの主体にどれだけ割り当てるのかなどを決める必要がない。ただし、オーク

ションをいつ開催して、どれだけの量を売りに出すのかを決める必要はある。 

これに対して、納付免除量制度では、売買不可能な納付免除量をどの主体にどれだけ

割り当てるのかを決めるために、過去の輸入・採掘実績を調べ、そこから基準を作らな

ければならなく、また、新規参入企業のためにどれだけの納付免除量を残すかを考える

必要もあり、政府の執行費用は大きくなると考えられる。 

ただし、英国型制度と違い、納付免除量は売買不可能なため、特定主体がホットエア

ーにより莫大な利益を上げてしまうような問題は発生しない。さらに、納付免除量が余

分に割り当てられれば、それだけ余分な税金を支払うことになるため、英国型制度に比

べて過度な申請を行おうとする企業も少なくなると考えられる。 

 

５．国際排出権取引が利用不可能な場合の制度比較 

ここではこれまでの見方を変え、国際排出権が調達不可能であるという厳しい仮定の

下で、制度が遵守を達成できるのかどうかという立場から制度の頑健性を検証する6。 

 まず、企業は国際排出権を購入できるが、政府が事後的に不足する排出権を購入する

ことはできないと仮定した場合、全量オークション制度と納付免除量制度の遵守能力が

最も高いと考えられる。また、Ｘ％制度においても、Ｘの値を大きくしておけば、遵守

を確実とすることができるだろう。選択制度は国際排出権価格が石油石炭税よりも低い

ならば、遵守が達成されるが、石油石炭税より国際排出権価格が高い場合には、事後的

な政府購入が伴ってしまい、不遵守の可能性が懸念される。 

 次に、最も厳しい想定として、企業も国際排出権を購入できないという場合を考える。

このとき、全量オークション制度と納付免除量制度以外は遵守が危ぶまれる可能性があ

る。この２つの制度であれば、国際排出権を調達不可能な場合にも、国内で配分される

排出権、もしくは納付免除量の総量は議定書の排出目標と同量に固定できるため、それ

を上回る排出を防げると考えられる。また、英国型制度も補助金オークションが成功す

れば、国内削減のみで遵守を達成できるものの、補助金オークションが失敗した場合に

は、政府が国際排出権を購入できないのならば、不遵守の可能性が懸念される。 

ただし、どの上流排出権取引制度も、企業の自主的な判断で、CDM への投資を行うこ

とが可能であり、国際排出権購入が不可能な場合の不遵守リスクをヘッジすることが可

能な制度と言える。これに対して、英国型制度は企業の CDM 利用が検討されていない。

英国型制度では補助金オークションの失敗から発生する削減量の減少を補完するために

も、CDM を促進する枠組みを作る必要があると考える。 

 
                                                
6 国際排出権取引が利用不可能な状態で、制度を比較する上で、遵守とその費用の大小のどちらを重
視すべきかは一概には言い切れない。ここでは、費用による比較は行わずに、遵守を可能かどうかの
みに着目して比較する。国際排出権取引が利用不可能な場合においても、遵守が可能な各制度間にお
ける、遵守費用の大小の比較に関しては、より詳細な吟味を今後行う必要があると考える。 
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６．結語 
 本稿では、下流規制としての英国型制度と上流規制としての４つの排出権取引制度の
全部で５つの制度について分析してきた。各評価項目において、国家全体での費用負担

が最小のもの、被規制主体の費用負担が最小のもの、制度の執行費用が最小のもの、制

度の遵守能力が最高のものをそれぞれＡとして、順位をつけたのが表１である。この表

を活用することにより、各制度の長短を見ることができるだろう。また、本論では取り

上げなかった費用負担の公平性や汚染者負担の原則など、他にも重要な比較項目もある

だろう。そういったものも含め、新たな制度を設計する上では、様々な制度を同じ評価

項目の下で比較・検証することが重要になってくると考える。 

下流
比較項目／制度 英国型制度 全量オークション制度 選択制度 Ｘ％制度 納付免除量制度

国家全体での費用負担 Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ
被規制主体の費用負担 Ｄ Ｃ Ａ Ａ Ｂ
制度の執行費用 Ｄ Ｂ Ｂ Ａ Ｃ
制度の遵守能力 Ｃ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

上流排出権取引制度

 
表１．制度比較表  

 

 

［用語解説］ 

ホットエアー 削減努力をせずとも転売可能な余分な排出権。 

Windfall profit 新制度の導入により自然に派生する自助努力なしで得られる利益。 
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